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（認定及び協力）

多世代参画による地域活力プラットフォーム構築調査事業

本事業の目的
地域社会の高齢化が進展する中で、地域課題の解決に向けて、現役世代を含む幅広い世代の住民の地域活動への参画を促進する
仕組み（マッチングのためのプラットフォーム）を構築する実証事業を通じて、効果や課題を検証し、全国展開を図る。

スキーム 市区町村 事業実施地域
（計５地域）

1地域当たり上限：1千万円

【必須実施事項】
①現役世代も念頭に置きつつ、幅広い世代・属性の住民の交流促進や地域
との接点として有機的に機能する拠点の形成

②地域が必要とする活動と住民との「マッチング」の仕組みの構築・実施
【選択実施事項】
◇担い手育成や地域課題の掘り起こし・細分化のためのワークショップ等の実施
◇デジタル技術等を活用した効果的なマッチングの仕組みの構築
◇地域で活動するNPO等の情報発信の支援、一元的見える化
◇デジタル技術を活用した集まる空間の形成
◇課題解決に向けた複数分野にまたがる団体間調整の仕組みの構築
◇地域独自の取組との連携

国
（内閣府） 受託事業者（複数の事業者等によるコンソーシアムも可）委託（企画競争入札）

背景
「多様で複合化した社会課題に対応していくため、幅広い世代の参画の下、地方公共団体、大学等、企業・団体、NPO、地
域住民等の多様な主体の連携により、地域社会の課題解決に取り組むためのプラットフォームの構築や活用の促進を図る。
その一環として、幅広い世代から地域社会の担い手を確保するため、地域の仕事や社会活動、学習機会等の情報を一元的
に把握でき、それぞれの働き方のニーズや状況に応じて個々の業務・作業等を分担して行うモザイク型のジョブマッチン
グを含め、多様な活躍の機会が提供される仕組みの構築を図る」 （高齢社会対策大綱（令和６年９月13日閣議決定）抜粋）
※地域活動に参加しない理由として、「気軽に参加できる活動が少ない」「時間的余裕がない」「どのような活動が行われているか情報がない」など。（厚労省「令和４年度少子高齢社会等調査検討事業」）
※すでに様々な施策分野において拠点・プラットフォームの形成、人材育成等の取組があるものの、「地域社会」全体を俯瞰し、世代・分野横断的に地域社会の担い手を直接確保・拡大しようとする仕組みがない。

①と②の相乗効果
により地域課題の
解決に向けた枠組
みを構築
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採択団体と取組概要

団体名 事業名 認定自治体

特定非営利活動法人
コミュニティ・サポートセンター神戸

都市型多層ごちゃまぜプラットフォーム（PF）調査事業
兵庫県
神戸市

地方独立行政法人
東京都健康長寿医療センター

「ジョブボラ」モデルによる地域活動マッチング：社会参加消極層をも取り込む仕
組みの構築

東京都
板橋区

特定非営利活動法人
介護予防で日本を元気にする会

熊本市 多世代おたがいさまネットワーク構築
熊本県
熊本市

社会福祉法人
三股町社会福祉協議会

地域における装置的な場づくり事業
宮崎県
三股町

一般社団法人
横浜イノベーション推進機構

個・孤の時代のライフデザインと多世代参画の地域活力推進プラットフォームの
構築

神奈川県
横浜市
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地域の担い手確保に向けた手がかり

3

○「住民はみな潜在的な地域の担い手である」という認識

ひとりひとりの住民がスキルややりたいこと・制約や課題を抱えており、状況次第で「支える側」にも「支えられる
側」にもなりうる。

○住民の関心や制約等に配慮した活動の（再）設計・発信
地域の課題と、住民のスキルや制約等をすりあわせながら、地域の活動を（再）設計し、分かりやすく発信す
る。（地域活動のモザイク化や住民のニーズ・シーズの見える化、教育機関との連携など）

○住民の参加を後押しする地域への関心や安心感の醸成
生活動線上の拠点におけるリアルなコミュニケーションや、行政が広報・周知等に積極的に関与することで、住
民の地域への関心や安心感を醸成し、背中を後押しする。


